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1これまでの経緯等

○ 平成２４年答申※において、平成２８年度以降に適用するモデルの検討に際し、ＩＰ－ＬＲＩＣモデルの検討等

のＩＰ網への移行の進展を踏まえた本格的な見直しについて検討が必要とされたことを踏まえ、平成２７年１月、

長期増分費用モデル研究会による報告書がまとめられ、ＰＳＴＮに係る接続料算定への適用を検討するため

のＩＰモデルや第六次モデルの改良モデルが示された。

※「長期増分費用方式に基づく接続料の平成２５年度以降の算定の在り方」（平成２４年９月 情報通信審議会答申）

○ ＰＳＴＮについては、加入電話の契約者数や通信量の減少傾向が継続しており、ＮＧＮ等により提供される

ＩＰ電話の契約数や通信量が加入電話を上回りつつある。

○ また、平成２６年１２月答申においては、移動通信サービスに関する競争促進策の一環として、接続料制度

には、ビル＆キープを導入することについて、詳細な検討を進めることが適当とされている。

※「２０２０年代に向けた情報通信政策の在り方」（平成２６年情報通信審議会答申）

○ 接続政策委員会では、こうしたＰＳＴＮを取り巻く環境変化や３月１８日に実施した事業者合同ヒアリングも踏

まえ、以下の事項について検討を行い、平成２７年６月２６日に報告書を取りまとめた。

１．平成２８年度から適用する接続料算定方式について

２．ＮＴＳコスト（接続料原価に算入されているき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト）の扱いについて

３．接続料算定に用いる入力値の扱い

４．東西均一接続料の扱いについて

５．ＮＧＮ接続料との加重平均方式の導入について

６．平成２８年度以降の接続料算定の適用期間

７．今後の接続料算定の在り方

【委員会における検討項目】
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１．平成２８年度から適用する接続料算定方式について

（１） 長期増分費用方式の評価
○ 長期増分費用方式は、接続料算定における透明性や公正性の確保に大きく貢献しており、また、算定さ

れた接続料は、他の固定電話事業者がＮＴＴ東西との接続の際に設定する接続料のベンチマークとして
の役割も果たしている。

○ ＰＳＴＮに係る接続料算定の透明性や公正性を確保することは引き続き重要であり、現時点では、これら
を十分に担保し得る適切な代替方式は見当たらない。

○ 以上を踏まえると、平成２８年度以降の加入者交換機能等に係る接続料の算定方式として、引き続き、
長期増分費用方式を用いることが適当である。

（２） ＩＰモデル及び改良モデルの評価及び平成２８年度以降の接続料算定に適用するモデル
○ ＩＰモデルについて、ケースＡは現行モデルに比べ接続料原価が大幅に低廉化するが、音声品質を確

保するための具体的な方式やコストが整理されておらず、接続料算定に適用するモデルとしては、大きな
課題が残されている。

○ ＩＰモデルを適用する場合には、アンバンドル機能の一部（中継伝送専用機能等）が算定できないことと
なるが、こうした機能を実際費用方式とすることについては、接続事業者間でも意見が分かれているため、
この点についても更なる検討が必要。

○ 改良モデルは、第六次モデルを基本に、最新の実態を十分に取り込んだものとなっており、接続料算定
への適用について特段の課題は見当たらない。

○ 以上を踏まえると、平成２８年度以降の長期増分費用方式に基づく接続料算定においては、改良モデ
ルを適用することが適当である。



平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

ＧＣ接続料
（３分あたり）

ＩＰ
モデル

ケースＡ ４.７円 ５.０～５.１円 ５.４～５.７円 ６.０円～６.３円

ケースＢ ７.５円 ７.６～７.８円 ８.１～８.５円 ８.８円～９.３円

改良モデル ５.４円 ５.７～５.９円 ６.１～６.５円 ６.６円～７.１円

（参考）今後の接続料予測（モデル別）

【今後のGC接続料の予測】

【今後の接続料原価の予測】

（接続料年度）

※ 平成27年度接続料は５．８円程度（平成27年２月４日認可申請時点）。
※ 試算に当たっては以下を想定。

・回線数：平成23年度～平成26年度までの４年間の四半期データから今後のトレンドを予測。⇒上限▲6.6％、下限：8.6％
・通信量：直近１年間の四半期データのトレンドを基に、１回線当たりトラヒックを予測し、固定電話回線数に乗じる⇒上限▲11.1％、下限▲13.4％
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現行モデル

ケースＡ
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改良モデル

（単位：億円）

※ 平成28年度～平成30年度の接続料原価の予測値は上限と下限の中央値
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２．ＮＴＳコストの扱い

○ 事業者の太宗が番号単価をそのまま利用者に請求している状況に変化がないことに鑑みれば、き線点Ｒ
Ｔ－ＧＣ間伝送路コストを現時点で接続料原価から控除し、基本料原価に算入することでユニバーサルサー
ビス制度に係る補填対象額が増加することは、適当とは言えない。

○ このため、利用者負担の抑制の観点から、引き続き従量制接続料の原価にその１００％を算入することは
止むを得ない。

○ しかしながら、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストは接続料原価から控除されることが原則であるため、今後、
ユニバーサルサービス制度に係る事業者負担の利用者への転嫁の在り方を見直すこと等により、利用者
負担の抑制を図りつつ、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストを接続料原価から控除できないか検討することが
適当である。

き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱い Ｈ２８ＡＣ Ｈ２９ＡＣ Ｈ３０ＡＣ

接続料原価に全額算入 ５．７～５．９ ６．１～６．５ ６．６～７．１

接続料原価から全額控除 ４．７～４．８ ５．０～５．３ ５．４～５．８

（ＧＣ接続料、単位：円／３分）
※ 回線数、通信量については、一定の減少率を仮定し、一部入力値については、過去のトレンドから推計
※ き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コスト以外の「その他のＮＴＳコスト」については、接続料原価から全額控除

【改良モデルを適用した場合のき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの付替えによるＧＣ接続料水準への影響】

委員会の考え方（概要②）
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３．接続料算定に用いる入力値の扱い

○ (ⅰ)前年度通信量を採用、(ⅱ)前年度下期と当年度上期を通年化した通信量、(ⅲ)当年度通信量を採用
の３つの通信量について、適用年度通信量との乖離幅や予測と実績との乖離幅等を比較した結果、平成２８
年度以降の接続料算定に用いる通信量としては、引き続き、 (ⅱ)前年度下期と当年度上期を通年化した通
信量を採用することが適当である。

４．東西均一接続料の扱い

○ 接続料算定の原則や、ＮＴＴ東西が別々の地域会社であることを踏まえれば、東西別接続料を設定する
ことが適当である。また、接続料が東西別となっているＩＰ電話の契約数は加入電話を上回っている。

○ 他方、現在、光ＩＰ電話サービスは、一般的にブロードバンドサービス等とともに提供されていることに対
し、ＰＳＴＮは音声に特化したサービスが主流であることから、現時点においては、ＰＳＴＮとＩＰ電話を同一の
観点から比較しうる状況にまでは至っていない。また、改良モデルを用いても、ＮＴＴ東西間の接続料格差
は、ＧＣ接続、ＩＣ接続ともに依然として２０％以上に達している。

○ 以上を踏まえれば、これまでの答申において考慮した接続料の東西格差に係る社会的要請や東西別接
続料の設定による公正競争上の影響等について、この数年間に大きな環境の変化があるとは認められず、
平成２８年度以降の接続料算定においても、引き続き、東西均一接続料を採用することが適当である。

Ｈ２７ＡＣ Ｈ２８ＡＣ ～ Ｈ３０ＡＣ

改良モデル
ＧＣ接続 １．２５倍 １．２４倍 ～ １．２６倍

ＩＣ接続 １．２２倍 １．２１倍 ～ １．２３倍

【改良モデルを用いた場合の平成２８年度以降の東西格差の試算】
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○ ＩＰ網への移行の進展がある程度進んだ状況においては、加入電話とひかり電話を同一の音声サービスと見
なし、加重平均方式の適用によりＰＳＴＮとＮＧＮに同一の接続料を設定することも合理的なものと考えられる。

○ しかしながら、現時点では、事業者から加重平均方式の導入を求める意見がなく、また、それぞれのネット
ワークの原価算定方式の在り方（長期増分費用方式とするか実際費用方式とするかなど）等、同方式の導入に
当たって検討すべき課題も残されている。

○ このため、加重平均方式を平成２８年度から導入することは適当ではないものの、今後、ＰＳＴＮに係る需要
の急激な減少等により、現行の接続料算定方式では適正な接続料を算定することが困難となった場合の対応
策の一つとして引き続き必要な検討を行っていくことが適当である。

５．ＮＧＮ接続料との加重平均方式の導入について

６．平成28年度以降の接続料算定方式の適用期間

○ 事業運営の中期的な展望・予見性の確保の観点から、算定方式の頻繁な変更は、必ずしも好ましくないた
め、改良モデルを用いた算定方式の適用期間は、平成２８年度から平成３０年度までの３年間とすることが
適当である。

○ ただし、適用期間内に算定方式の前提としている事項が大きく変化することが明確になった場合には、環
境変化に適切に対応した接続料算定となるよう、速やかな見直しに向けた検討を行うことが適当である。

委員会の考え方（概要④）
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（１） 見直しの方向性
○ 加入電話の契約数及び通信量は大きく減少しており、今後もこの傾向が続くことが想定される一方、ＩＰ

電話や携帯電話の契約数は増加傾向にあり、ＰＳＴＮを取り巻く環境は、大きな変化の時期にある。

○ 長期増分費用方式に基づく接続料算定は、ＮＴＴ東西のＰＳＴＮに適用される一方、算定された接続料
はＮＴＴ東西と接続する固定電話事業者の設定する接続料のベンチマークとしての役割も果たしてきた
が、電気通信分野における競争の中心が固定電話から携帯電話に移行し、また、固定・携帯を問わず
ネットワークのＩＰ化が進んできていることを踏まえれば、固定電話事業者が設定する接続料のみにこうし
た制度やベンチマークが存在することが、今後の音声接続料全体に係る制度の在り方として適切なもの
かどうか見直す時期に来ている。

○ この点、平成２６年答申において、接続料制度については、より柔軟な利用者料金の設定を可能にする
観点から、ビル＆キープ方式について詳細な検討を進めるべきとされており、また、欧州や米国において
は、固定及び携帯の着信音声接続料にビル＆キープや長期増分費用方式が適用されるなど、固定電話
網と携帯電話網の接続料には、同等又は類似の制度が適用されている。

○ 以上を踏まえれば、今後の環境変化に適切に対応した接続料算定の在り方を検討するためには、次々
期に適用する接続料算定方式の検討に当たって、第一種指定電気通信設備のアンバンドル機能に係る
長期増分費用モデルの見直しやＮＧＮとの加重平均方式の導入についての検討を行うだけではなく、適
切な競争環境の維持、促進等を図る観点から、諸外国の接続料算定方式も参考としつつ、固定電話網
及び携帯電話網にビル＆キープ方式や長期増分費用方式を導入することについても検討するなど、音
声通信に係る接続料制度全体の在り方についても検討を行うことが適当である。

７．今後の接続料算定の在り方

委員会の考え方（概要⑤）



8

（２） 検討に当たって留意すべき事項
○ 音声通信に係る接続料制度全体の在り方の検討は、接続料制度の抜本的な見直しにつながる可能性

もあることから、利用者利便の確保や事業者間の適切な競争環境の維持、促進等への影響にも配意しつ
つ、十分な検討期間を設けて行うべきものであり、できる限り早期に開始すべきである。

○ なお、ＩＰモデルの検討に当たっては、事業者のＩＰ網への移行の進展状況を踏まえつつ、算定対象とす
べき設備範囲（引き続きＰＳＴＮのみを長期増分費用方式の算定対象とすべきかＮＧＮを含めて算定対象
とすべきか等）、モデル化にあたって考慮すべきサービス・機能及びモデルの精緻化の程度など、モデル
構築に当たっての前提条件について、改めて整理することが適当であるが、こうした整理を進めるに当
たっては、固定電話事業者の接続料算定にのみ著しく過度な規制等が課せられることのないよう、音声通
信に係る接続料算定に係る制度全体の在り方についての検討を踏まえて行われることが適当である。

７．今後の接続料算定の在り方（つづき）

委員会の考え方（概要⑥）


